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都市づくりの方針 

（全体構想） 
 

 

 



 

26 

 

２.１ 将来の都市像 

第２章 都市づくりの方針 
 

 

 

 

 

 

 

（１）基本理念 

「新市基本計画」では、本市の将来像を「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」とし、新

しいまちづくりの方向性を示しています。 

マスタープランでは、まちづくりの主役である市民との協働を基本として、市民が安心して快適に

暮らすことのできるまちづくり、そして、本市が未来に向けて持続的に発展し続けていくことのでき

るまちづくりを展望し、次のように基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

本市には、水と緑に恵まれた田園風景と良好な生活環境、歴史と文化、また、将来に向けて圏央道

整備などによる道路交通の利便性を活かした発展も期待されます。 

「文化田園都市」は、地域の歴史や伝統文化を継承し、本市の特徴である田園と調和した都市を築

いていくことを表現しています。具体的には、市民の皆さんとともに次のようなまちづくりの将来展

望を描くものです。 

１．市民を主役として発展する、協働のまちづくり 

まちづくりの主役は市民です。ここでいう市民とは、市内に居住する住民はもちろんのこと、市内

で活動する企業や事業者、市内へ通勤・通学する方々なども指します。本市では、このような市民も

含めてまちづくりの担い手として位置づけ、多様な市民と行政の協働によるまちづくりを進めます。 

２．地域の多様性が尊重され、都市がひとつになるまちづくり 

本市は、４つの地域が合併によってひとつになった都市です。合併した都市にあっては、これら地

域の活力を活かしながら、新たな魅力として次世代に継承していくことが重要です。本市では、それ

ぞれの地域が有する歴史や伝統、環境などを尊重しあいながらも、都市全体として相互につながりを

持った広域的で効果的なまちづくりを進めます。 

３．将来の社会変化に順応し、持続可能なまちづくり 

高齢社会の到来や環境問題の深刻化など都市を取り巻く情勢や、東日本大震災に見られる我が国の

国土の脆弱性などを踏まえ、都市の安全、生活の質、心の豊かさなど、持続可能なまちづくりに向け

た価値観の転換が求められる状況にあります。本市では、社会構造等の将来変化に対して順応性を持

ったまちづくりを推進します。 

市民の力で魅力ある文化田園都市づくり 



 

27 

 

（２）都市像 

「土地利用」、「交通体系」、「緑・水・景観」、「防災・その他」で整理した課題を踏まえ、都市づく

りの基本理念のもとで、本市が目指すべき将来の都市像（都市づくりにおいて想い描く将来の姿）を

設定します。 

この都市像は、変化が著しく時代の先を見通すことの難しい社会経済のなかにあっても、以下のよ

うな「活力」「交流」「環境」そして「安心」の都市づくりを展望することにより、本市が一体となり、

市民を主役とした豊かな未来を創造していくことのできる都市を目指すものです。 

実現に向けては、久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮の４つの地域性を踏まえ、地区それぞれが相互に尊重す

べき特徴を活かしながら取り組むものとします。 

 

 

 

住と職が織りなす活力創造都市          

自然と調和した土地の保全と活用を図りつつ、市街地

の整備、住環境の改善、産業空間の形成により、本市が

持つ多様な活力が創造された都市を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

地域の魅力を高める交流推進都市        

都市の内外を結ぶ道路体系や、誰もが安心して利用で

きる移動環境の創出、さらに、交通環境の発展とともに

新たな出会いを生み出す観光機会を創出することによ

り、地域の経済活動や潜在的な魅力の向上が実現された

都市を目指します。 

 

 

 

 

活力 

交流 
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ゆとりと潤いあふれる環境共生都市        

都市における憩いや、心の安らぎを与える緑あふれる

環境、水辺や資源循環に配慮された空間や施設、歴史や

地域資源を尊重したまち並みや景観を創出することに

より、環境との共生が実現された都市を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

人に優しい安心定住都市              

地震や洪水などの自然災害に強い都市の構造、交通事

故や犯罪の発生を未然に防ぐ地域の環境が確保され、ま

た、人に優しい環境や仕組みを持った、誰もが安心して

定住することのできる都市を目指します。 

環境 

安心 
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（３）都市構造 

新市基本計画をはじめ、旧市町の各種計画や都市整備の動向等を踏まえ、本市の将来都市構造を設

定します。 

鉄道駅などを中心とした都市核のほか、住居系ゾーン、産業系ゾーンを形成し活力ある都市の実現

を目指します。また、既存の鉄道路線や高速道路、市内の主要な幹線道路などの交通軸を機能的にネ

ットワークさせ、多様な交流を創出可能な都市の実現を目指します。 

 

■都市核 

鉄道駅をはじめとした公共交通の拠点地域を、商業・文化・行政サービス等の機能が集積した

賑わいのある交流拠点となるよう本市の都市核と位置づけ、それぞれの地域特性を活かした市街

地形成を図ります。 

■都市交流軸 

久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区の間で相互に構築される道路ネットワークを都市交

流軸と位置づけ、本市の一体化を促進する道路等機能の確立を図ります。 

 

◇広域道路 

国道及び主要地方道のうち本市の都市構造を構成する基幹的な道路網は広域道路と位置づ

け、市民生活をはじめとする都市活動の円滑化・効率化を図ります。 

◇高速道路等 

首都圏における自動車交通網を形成する東北道及び圏央道により、本市と広域都市圏とを結

ぶ骨格的な交通機能の確保を図ります。 

◇鉄道 

ＪＲ宇都宮線、東武伊勢崎線及び東武日光線は通勤・通学をはじめ、主要な公共交通手段で

あり、利便性の高い交通機能の確保を図ります。 

 

■住居系ゾーン 

市街化区域を中心に、地域資源やまちの景観に配慮し、道路、公共下水道、公園及び防災施設

等の都市基盤が計画的に整備された環境と調和する住居系ゾーンと位置づけ、良好な市街地形成

を図ります。 

■産業系ゾーン 

本市の産業面での活力を生み出す産業拠点の形成を図るため、インターチェンジ周辺や広域交

流軸が結節する交通条件の優れた地域や既存の工業団地を産業系ゾーンと位置づけ、本市の将来

を担う新たな産業拠点の形成を図ります。 
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都市構造図 
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２.２ 都市づくりの基本方針  

 

 

将来都市像で掲げたように、「活力」「交流」「環境」そして「安心」の４つの分野でとらえた都市

づくりを推進するため、以下の体系により取組みの方向性を設定します。 

 

■将来都市像と基本方針の体系 

 

 
将来都市像 基本方針

（１）都市の防災構造の強化

（２）交通安全と防犯のまちづくり
４．人に優しい
　　安心定住都市

（３）高齢者など誰もが安心できるまちづくり

（１）駅を中心とした商業地の再生

（２）産業拠点の整備育成
１．住と職が織りなす
　　活力創造都市

（３）快適で多様な住宅・住環境の整備

（４）農業生産環境の保全と活用

（４）社会構造の変化に対応した都市機能の再構築

（２）農地や自然が有する多面的機能の確保
３．ゆとりと潤いあふれる
　　環境共生都市

（３）環境負荷の少ない資源循環のまちづくり

（４）地域固有の資源を活かした景観形成

（１）都市の活動・交流を支える道路体系の整備

（２）安全で快適な道路空間の形成
２．地域の魅力を高める
　　交流推進都市

（３）快適で利便性の高い公共交通の整備

（４）観光交流を促進するための環境整備

（１）公園・緑地・水辺等の整備保全

自然や農地 

誰もが安心できるまちづくり 
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土地利用、市街地整備、住宅・住環境の分野 

 

 

 

 

 

 

１．駅を中心とした商業地の再生 

（１）駅周辺商業地等の魅力向上と活性化につながる都市機能の誘導 

■駅周辺商業地の魅力向上と再生 

地域商業が停滞傾向にあるなかで、子育て

世代をはじめ多様な世代が住みたくなるよ

うな、商業環境と住環境が調和した快適で便

利なまちづくりに取り組みます。 

■街なか居住による地域活性化の促進 

駅周辺の商業地においては、商業の低迷に

伴い停滞している土地利用の活性化に向け、

再開発事業の促進や集合住宅の誘導などに

よる街なか居住を促進します。 

（２）賑わいや文化・芸術等を表現する象徴的な都市空間の整備 

■地域文化による象徴的な賑わい空間の整備 

駅周辺の商業地を、提燈まつりなど地域の伝統行事にふれることのできる象徴的な場所と

して、市民や来訪者が集う快適で魅力的な空間として整備に取り組みます。 

■歩行者目線によるまちの活性化 

駅周辺の商業地においては、歩行者が楽しく巡ることのできる街を創りだし、これまでの

自動車主体のまちづくりから、歩行者主体による賑わいづくりに取り組みます。 

住と職が織りなす活力創造都市 ２-１ 




